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那
須　

香
織

は
じ
め
に

日
本
古
代
の
陰
陽
寮
は
中
国
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
漢
籍
を
典
拠
と
し
、
職
務
を
ま
っ
と
う
し
て
い
た
。
陰
陽
寮
に
所
属
す
る
陰

陽
師
は
式
占
等
の
実
行
の
際
、
こ
れ
ら
の
書
籍
を
元
に
技
術
を
習
得
し
て
い
た
。

九
世
紀
後
半
に
な
る
と
こ
れ
ら
陰
陽
道
の
書
籍
に
画
期
が
訪
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
で
陰
陽
師
自
身
が
撰
し
た
陰
陽
道
関
連

の
書
籍
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
中
で
も
、
滋
岳
川
人
は
先
駆
け
の
存
在
と
し
て
知
ら
れ
る
。
彼
の
著
作
は
現
存
し
て

い
る
物
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
後
代
の
陰
陽
道
関
係
の
典
籍
に
は
、
彼
の
著
作
に
関
わ
る
内
容
の
引
用
が
し
ば
し
ば

み
ら
れ
、
彼
の
活
動
時
期
以
降
の
陰
陽
道
へ
の
影
響
は
大
き
い
。

陰
陽
道
に
関
連
す
る
書
籍
の
研
究
は
現
在
、
山
下
克
明
氏
（
1
）
や
小
坂
真
二
氏
（
2
）
を
は
じ
め
、
個
々
の
記
述
の
検
討
や
逸

文
の
集
成
な
ど
が
精
力
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、陰
陽
道
研
究
の
中
で
、も
は
や
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
一
翼
を
担
う
分
野
と
な
っ

滋
岳
川
人
の
登
場
と
九
世
紀
の
陰
陽
寮
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て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
陰
陽
道
書
研
究
の
文
脈
で
滋
岳
川
人
は
し
ば
し
ば
注
視
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
九
世
紀
頃
に
陰
陽
道

祭
祀
が
現
れ
始
め
る
と
い
う
指
摘
（
3
）
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
一
定
の
支
持
を
得
て
い
る
陰
陽
道
研
究
に
お
い
て
、
当
該
時
期
に

活
動
を
見
出
せ
る
滋
岳
川
人
の
研
究
価
値
は
書
籍
編
纂
者
と
し
て
の
側
面
の
み
で
は
な
い
。
陰
陽
道
書
の
研
究
以
外
に
も
滋
岳
川

人
を
研
究
す
る
意
義
は
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

滋
岳
川
人
を
取
り
上
げ
た
研
究
に
は
ま
ず
中
村
璋
八
氏
の
著
作
（
4
）
が
あ
る
。
氏
は
現
存
す
る
日
本
の
陰
陽
道
書
の
翻
刻
と

研
究
に
先
立
ち
、
陰
陽
師
た
ち
が
活
用
し
た
典
籍
の
歴
史
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
滋
岳
川
人
の
著
作
の
登
場
を
「
日
本

独
自
の
陰
陽
書
が
成
立
し
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
下
氏
も
呪
術
宗
教
化
す
る
陰
陽
道
の
成
立
期
に
あ
た
る
九
世
紀
後

半
に
お
い
て
、
滋
岳
川
人
は
ま
さ
に
そ
の
流
れ
を
切
り
開
い
た
人
物
で
あ
り
、
著
書
も
そ
の
風
潮
に
関
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と

評
し
て
い
る
（
5
）。
滋
岳
川
人
は
九
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
日
本
の
陰
陽
道
書
成
立
の
立
役
者
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

現
在
の
陰
陽
道
研
究
で
は
、
陰
陽
師
に
よ
る
陰
陽
道
書
作
成
に
至
る
背
景
の
考
察
の
前
に
、
伝
存
す
る
陰
陽
道
書
や
、
陰
陽
道

に
関
連
す
る
漢
籍
の
個
別
研
究
が
先
行
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
陰
陽
道
書
の
前
史
と
し
て
滋
岳
川
人
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

は
あ
る
が
、
著
作
者
と
し
て
の
側
面
が
注
目
さ
れ
る
一
方
で
、
九
世
紀
の
陰
陽
道
の
潮
流
の
中
で
彼
の
よ
う
な
人
物
の
登
場
が
い

か
な
る
意
味
を
有
し
て
い
る
か
ま
で
の
検
討
に
は
到
っ
て
い
な
い
。

十
世
紀
以
降
、
陰
陽
道
・
天
文
道
・
暦
道
は
賀
茂
氏
と
安
倍
氏
を
中
心
に
担
わ
れ
、
や
が
て
家
格
が
成
立
し
て
い
く
。
い
わ
ゆ

る
「
官
司
請
負
制
」
の
動
き
の
中
で
陰
陽
道
も
特
定
の
氏
族
に
継
承
さ
れ
（
6
）、
官
職
が
氏
族
内
で
世
襲
さ
れ
る
。
専
門
的
技
術

を
求
め
ら
れ
る
陰
陽
道
を
は
じ
め
、
暦
道
・
天
文
道
・
医
道
・
算
道
と
い
っ
た
諸
道
が
家
業
と
し
て
伝
授
さ
れ
る
た
め
に
は
、
氏

族
内
で
の
然
る
べ
き
技
能
の
修
学
が
必
須
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
学
習
の
際
、
知
識
体
系
の
媒
体
の
一
つ
と
し
て
書
籍
を
用
い
た

と
推
測
さ
れ
る
。
日
本
で
の
陰
陽
道
書
の
編
纂
の
意
義
を
論
じ
る
こ
と
は
、
九
世
紀
以
降
に
続
く
陰
陽
道
の
知
識
伝
授
の
土
台
を
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知
る
た
め
に
必
要
な
検
討
で
あ
る
。
同
時
に
そ
の
編
者
と
し
て
の
初
例
で
あ
る
滋
岳
川
人
の
検
討
は
、
陰
陽
道
の
一
つ
の
画
期
と

し
て
九
世
紀
の
様
子
を
理
解
す
る
際
に
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一　

滋
岳
川
人
と
刀
岐
氏

滋
岳
川
人
の
初
出
は
斉
衡
元
年
（
八
五
四
）
の
賜
姓
記
事
で
あ
る
。

﹇
史
料
１
﹈『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
斉
衡
元
年
（
八
五
四
）
九
月
丁
亥
条

九
月
丁
亥
、（
中
略
）、
陰
陽
権
允
兼
陰
陽
博
士
正
六
位
上
刀
岐
直
川
人
、
上
総
少
目
従
六
位
上
刀
岐
直
雄
貞
等
、
賜
二
滋
岳

朝
臣
一
。

川
人
は
刀
岐
直
か
ら
滋
岳
朝
臣
に
賜
姓
さ
れ
た
。
こ
の
時
す
で
に
陰
陽
権
允
兼
陰
陽
博
士
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
陰
陽
寮
で
の

川
人
の
活
動
時
期
は
こ
れ
以
前
よ
り
求
め
ら
れ
る
。
刀
岐
氏
の
本
拠
に
つ
い
て
は『
和
名
類
聚
抄
』に
但
馬
国
二
方
郡
刀
岐
郷（
現

在
の
兵
庫
県
美
方
郡
新
温
泉
町
）
が
確
認
で
き
る
（
7
）
が
、
不
明
な
点
が
多
い
。

さ
て
、
こ
の
時
刀
岐
雄
貞
が
川
人
と
と
も
に
滋
岳
朝
臣
に
賜
姓
さ
れ
て
い
る
。
雄
貞
を
は
じ
め
、
同
時
代
の
刀
岐
（
刀
伎
）
氏

出
身
者
を
確
認
す
る
と
、
川
人
の
陰
陽
寮
で
の
活
動
に
至
る
基
盤
を
う
か
が
え
る
。
九
世
紀
以
降
に
登
場
す
る
刀
岐
氏
出
身
者
は

刀
岐
浄
浜
・
刀
岐
雄
貞
・
刀
岐
永
継
の
三
名
で
あ
る
。

ま
ず
刀
岐
浄
浜
で
あ
る
が
、
浄
浜
卒
後
の
陰
陽
寮
の
様
子
を
う
か
が
え
る
記
述
が
あ
る
。

﹇
史
料
２
﹈『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年
（
八
三
四
）
十
二
月
戊
子
条

戊
子
、
陰
陽
寮
進
二
御
暦
并
頒
暦
一
也
。
恒
例
在
二
十
一
月
朔
一
。
而
暦
博
士
外
正
五
位
下
刀
伎
直
浄
浜
卒
後
、
忽
無
二
相
継
之
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人
一
。
遣
下
召
識
二
暦
術
一
者
遠
江
介
正
六
位
上
大
春
日
朝
臣
良
棟
上
、
乃
令
レ
造
レ
之
。
所
以
于
レ
今
延
引
。

こ
の
史
料
は
博
士
職
に
足
る
人
物
を
陰
陽
寮
内
で
は
満
足
に
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
こ

こ
で
刀
岐
浄
浜
は
暦
博
士
で
あ
り
、
暦
の
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
陰
陽
寮
で
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま

た
、『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
四
月
朔
日
条
か
ら
天
長
八
年
（
八
三
二
）
四
月
朔
日
に
は
暦
博
士
と
し
て
浄
浜

が
活
動
し
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
。

次
に
川
人
と
同
日
に
賜
姓
さ
れ
た
刀
岐
雄
貞
で
あ
る
が
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
三
月
十
六
日
に
暦
請
益
生
と
し
て
唐
に
渡
る

は
ず
が
、
遣
唐
船
に
乗
ら
ず
に
逃
亡
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
記
事
が
あ
る
。

﹇
史
料
３
﹈『
続
日
本
後
紀
』
承
和
六
年
（
八
三
九
）
三
月
丁
酉
条

丁
酉
、
遣
唐
三
箇
舶
所
二
分
配
一
、
知
乗
船
事
従
七
位
上
伴
宿
祢
有
仁
、
暦
請
益
従
六
位
下
刀
岐
直
雄
貞
、
暦
留
学
生
少
初

位
下
佐
伯
直
安
道
、
天
文
留
学
生
少
初
位
下
志
斐
連
永
世
等
、
不
レ
遂
二
王
命
一
、
相
共
亡
匿
。
稽
二
之
古
典
一
、
罪
当
二
斬
刑
一
。

勅
、
特
降
二
死
罪
一
等
一
、
配
二
流
佐
渡
国
一
。

こ
の
時
、
死
罪
か
ら
一
等
減
じ
ら
れ
佐
渡
国
へ
配
流
さ
れ
る
。
刀
岐
雄
貞
は
翌
年
二
月
十
六
日
に
勅
命
に
よ
り
佐
渡
国
か
ら
呼

び
戻
さ
れ
て
い
る
（
8
）。
雄
貞
と
共
に
佐
渡
国
に
配
流
さ
れ
て
い
る
三
名
の
う
ち
、
伴
有
仁
は
雄
貞
と
共
に
呼
び
戻
さ
れ
る
が
、

以
降
の
活
動
を
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
刀
岐
雄
貞
に
関
し
て
も
配
流
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
た
後
に
川
人
と
と
も
に
滋
岳
朝
臣
を
賜
姓

さ
れ
て
い
る
が
、
賜
姓
の
経
緯
や
そ
の
後
の
活
動
に
つ
い
て
の
詳
細
を
確
認
で
き
な
い
。

永
継
は
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
八
月
十
七
日
に
左
京
人
刀
岐
永
継
と
そ
の
姉
妹
が
と
も
に
滋
岳
朝
臣
に
賜
姓
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
時
期
は
滋
岳
川
人
の
活
動
期
と
も
一
致
し
て
お
り
、
貞
観
六
年
の
賜
姓
を
も
っ
て
刀
岐
氏
の
内
で
も
永
継
と
そ
の
姉
妹
が
川
人

や
雄
貞
と
姓
を
同
じ
く
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
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以
上
確
認
で
き
る
事
例
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
刀
岐
氏
出
身
者
を
見
て
き
た
。
そ
の
中
で
永
継
以
外
は
暦
道
に
通
じ
て
い
る
様

子
を
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
は
果
た
し
て
少
数
の
事
例
の
中
で
起
き
た
偶
然
と
し
て
捉
え
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

暦
道
に
限
ら
ず
諸
道
で
は
、
九
世
紀
こ
ろ
よ
り
官
職
の
世
襲
を
遂
げ
て
い
る
氏
族
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
告
井
幸
男
氏
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
9
）。
陰
陽
寮
の
管
轄
で
は
天
文
道
は
延
暦
年
間
こ
ろ
か
ら
中
臣
志
斐
連
が
、
暦
道
は
天
長
年
間
の
こ

ろ
よ
り
大
春
日
朝
臣
（
も
と
山
上
氏
）
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
陰
陽
道
も
天
暦
以
降
に
秦
（
の
ち
惟
宗
氏
）
氏
の
存
在
が
確
認
で

き
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
算
道
で
は
仁
寿
以
降
、
家
原
氏
出
身
者
を
算
博
士
や
主
計
寮
・
主
税
寮
で
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
10
）。
氏
の
指
摘
は
博
士
職
等
の
官
職
の
世
襲
を
遂
げ
る
氏
族
と
い
う
視
点
で
あ
る
た
め
、
当
然
な
が
ら
陰
陽
寮
内
の
官

職
の
任
命
に
結
実
し
て
い
る
と
い
う
点
を
目
安
に
「
世
襲
氏
族
」
を
捉
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
氏
は
先
述
し
た
承
和
六
年
の
刀
岐

雄
貞
の
配
流
の
際
に
と
も
に
罰
せ
ら
れ
て
い
る
志
斐
永
世
も
天
文
道
を
世
襲
す
る
中
臣
志
斐
氏
の
事
例
と
し
て
み
な
し
て
い
る
。

こ
れ
は
他
の
中
臣
志
斐
氏
出
身
者
が
天
文
博
士
等
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
延
暦
十
六

年
（
七
九
七
）
に
陰
陽
博
士
を
務
め
て
い
た
国
守
以
降
、
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
か
ら
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）
ま
で
天
文
博
士

を
務
め
た
春
継
、元
慶
五
年
（
八
八
一
）
に
卒
去
し
た
安
善
（
11
）、仁
和
二
年
（
八
八
六
）
に
活
動
が
認
め
ら
れ
る
広
守
な
ど
が
「
世

襲
氏
族
」
と
し
て
の
中
臣
志
斐
連
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
暦
道
に
お
い
て
の
刀
岐
氏
が
、告
井
氏
の
「
世
襲
氏
族
」

の
一
例
に
含
ま
れ
な
い
の
は
、
官
職
を
歴
任
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題
設
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
陰
陽
寮
管
轄
の
諸
道
や
算
道
以
外
に
は
明
経
道
や
医
道
な
ど
で
は
複
数
の
氏
族
で
氏
族
内
で
の
官
職
の
世
襲
が
確
認
で

き
、
そ
の
例
は
個
々
の
研
究
の
中
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
12
）。
明
経
道
で
は
弘
仁
・
天
長
の
頃
よ
り
登
場
す
る
讃
岐
氏
、

貞
観
年
間
の
こ
ろ
よ
り
桜
井
田
部
氏
の
登
場
が
見
ら
れ
、
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
に
は
同
氏
の
貞
相
が
明
法
博
士
を
務
め
て
い
る

（
13
）。
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
に
は
明
法
博
士
の
秦
直
宗
が
現
れ
（
14
）、
元
慶
七
年
（
八
八
三
）
に
秦
公
か
ら
惟
宗
朝
臣
に
改
姓
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（
15
）
し
、
以
降
明
法
道
を
修
め
て
い
る
者
を
複
数
人
輩
出
し
て
い
る
。
医
道
で
は
古
く
よ
り
吉
田
氏
が
確
認
さ
れ
る
。『
日
本
文

徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
十
一
月
己
卯
条
の
興
世
書
主
の
卒
伝
で
は
、
書
主
の
祖
父
と
父
の
二
代
に
わ
た
っ
て
奉
仕

し
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
吉
田
氏
は
弘
仁
年
間
こ
ろ
に
は
医
道
か
ら
離
れ
て
い
る
よ
う
に
も
う
か
が
え
る
と
い
う
指

摘
も
あ
る
（
16
）。
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
九
月
四
日
に
宿
祢
姓
を
賜
っ
た
宮
麻
呂
が
医
道
を
学
び
得
た
知
識
で
奉
仕
し
た
様
子
を

確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
書
主
自
身
も
医
業
の
能
力
を
も
っ
て
官
職
に
務
め
て
い
た
様
子
を
官
歴
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
。
吉
田

連
以
外
に
は
出
雲
氏
（
の
ち
菅
原
氏
）
が
延
暦
年
間
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
以
降
は
蜂
田
薬
師
氏
（
深
根
氏
）
が
承
和
年
間
こ
ろ
よ
り

見
ら
れ
、
大
村
氏
（
の
ち
紀
氏
）
や
清
原
氏
、
宮
氏
、
時
原
氏
な
ど
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
事
例
か
ら
は
、
例
え
ば
元
慶
年
間
に
は
明
法
博
士
を
輩
出
し
世
襲
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
氏
族
が
複
数
存
在
し
て
お

り
、
明
法
道
の
知
識
を
求
め
ら
れ
る
官
職
を
一
氏
族
で
独
占
す
る
に
は
ま
だ
至
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
医
道
に
つ
い
て
も

菅
原
氏
と
蜂
田
薬
師
氏
な
ど
は
活
動
期
の
重
複
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
技
術
に
通
じ
る
人
物
を
輩
出
す
る
氏
族
が
同
時
期
に
複

数
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
告
井
氏
は
特
定
の
氏
族
が
、
あ
る
官
職
を
排
他
的
に
世
襲
任
官
す
る
よ
う
に
な
る
中

世
の
前
段
階
と
し
て
、
九
世
紀
こ
ろ
か
ら
世
襲
を
遂
げ
た
「
世
襲
固
定
氏
族
」（
17
）
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。

さ
て
、刀
岐
氏
出
身
者
に
見
え
る
暦
博
士
や
暦
請
益
生
な
ど
だ
が
、暦
道
は
天
長
の
こ
ろ
よ
り
大
春
日
氏
出
身
者
が
登
場
し
（
18
）、

暦
博
士
の
大
春
日
真
野
麻
呂
な
ど
が
見
え
る
。
し
か
し
、
大
春
日
氏
が
暦
道
及
び
関
係
す
る
官
職
を
独
占
し
て
担
っ
た
と
捉
え
る

に
は
、
他
の
諸
道
の
動
き
を
見
て
も
考
え
に
く
い
。

九
世
紀
段
階
で
は
官
職
を
世
襲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
氏
族
が
一
部
で
は
存
在
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
官
職

を
世
襲
す
る
氏
族
の
存
在
自
体
は
、
他
の
氏
族
が
氏
族
内
で
諸
道
の
技
術
を
学
習
す
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
よ
る
官
職
就
任
を
妨
げ

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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そ
れ
な
ら
ば
、
官
職
就
任
に
至
る
か
否
か
と
い
う
点
と
は
ま
た
別
に
、
諸
道
の
周
辺
に
は
そ
の
技
術
に
通
じ
る
人
物
を
多
く
輩

出
す
る
氏
族
が
、
告
井
氏
の
想
定
す
る
「
世
襲
氏
族
」
以
外
に
も
存
在
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、

刀
岐
氏
も
陰
陽
寮
内
の
官
職
に
任
命
さ
れ
た
人
物
を
確
認
で
き
る
例
は
多
く
は
な
い
が
、
わ
ず
か
に
確
認
で
き
る
刀
岐
氏
出
身
者

の
情
報
か
ら
、
暦
道
を
氏
族
内
で
学
習
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
刀
岐
氏
が
暦
道
に
通
じ
る
人
物
を
輩
出
し
て
い
る

一
方
、
問
題
と
な
る
滋
岳
川
人
は
陰
陽
博
士
に
就
任
し
て
い
る
。
暦
道
を
学
ぶ
氏
族
と
し
て
刀
岐
氏
を
捉
え
る
に
は
こ
の
点
を
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
刀
岐
氏
以
外
の
氏
族
の
例
に
も
見
ら
れ
る
。

先
に
あ
げ
た
中
臣
志
斐
氏
出
身
の
中
臣
志
斐
国
守
は
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
九
月
五
日
に
天
文
博
士
に
任
命
さ
れ
る
が
、
そ
れ

以
前
の
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
七
月
三
日
に
は
す
で
に
陰
陽
博
士
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
大
同
三
年
の
天
文
博
士
任
命
も
陰

陽
博
士
と
の
兼
任
で
あ
る
。
ま
た
弘
仁
二
年
二
月
二
日
に
外
従
五
位
下
か
ら
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
る
際
、
そ
の
叙
位
の
理
由
と
し

て
「
縁
三
陰
陽
之
道
勝
二
於
傍
人
一
」
と
陰
陽
道
へ
通
じ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
算
道
に
通
じ
る
人
材
を
多
数

輩
出
し
て
い
る
家
原
氏
で
も
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
二
月
二
十
三
日
に
家
原
郷
好
が
陰
陽
頭
兼
暦
博
士
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

後
者
の
家
原
郷
好
の
例
は
暦
道
と
算
道
の
修
学
す
る
テ
キ
ス
ト
の
類
似
性
を
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
の
勅
（
19
）
な
ど
か
ら

も
確
認
で
き
、
算
道
を
学
ぶ
中
で
暦
道
の
知
識
を
培
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
の
天
文
道
と
陰
陽
道
、
あ
る
い
は
滋
岳
川

人
の
例
に
見
え
る
暦
道
と
陰
陽
道
に
つ
い
て
そ
の
知
識
の
類
似
性
を
限
ら
れ
た
史
料
の
中
で
論
じ
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
が
、
陰

陽
道
・
暦
道
・
天
文
道
が
相
互
に
関
係
し
あ
う
知
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
滋
岳
川
人
の
著
作
の
『
六
甲
』
だ
が
、『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
は
同
名
の
漢
籍
が
暦
に
関
わ
る
漢
籍
に
分
類
さ
れ

て
い
る
（
20
）。
し
か
し
『
占
事
略
決
』
の
奥
書
に
見
え
る
「
六
甲
」
の
語
は
「
六
壬
」
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
（
21
）。
現
在
、

滋
岳
川
人
の
『
六
甲
』
は
六
壬
式
占
に
関
わ
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
（
22
）
が
、
暦
道
に
関
わ
る
書
籍
と
分
類
さ



学習院大学人文科学論集ⅩⅩⅤ（2016）

42

れ
て
い
た
「
六
甲
」
が
い
か
な
る
経
緯
で
陰
陽
道
の
式
占
の
一
つ
で
あ
る
「
六
壬
」
を
指
す
語
に
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
れ
は
陰
陽
道
の
成
立
に
暦
道
や
天
文
道
が
い
か
に
関
連
し
た
か
と
い
う
問
題
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
む
し
ろ
氏
族
内
で
世
襲
を
遂
げ
て
い
る
官
職
が
あ
る
一
方
で
、
そ
の
他
の
官
職
に
着
く
才
が

あ
れ
ば
世
襲
を
遂
げ
て
い
る
官
職
以
外
に
も
就
任
す
る
機
会
が
存
在
し
え
た
と
い
う
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。

滋
岳
川
人
が
陰
陽
博
士
に
任
命
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
も
、
刀
岐
氏
の
暦
道
の
知
識
の
累
積
が
生
か
さ
れ
、
ま
た
寮
内
で
も
特
定

の
氏
族
に
よ
る
官
職
の
独
占
的
な
世
襲
が
な
さ
れ
る
段
階
で
は
な
く
、
滋
岳
川
人
の
陰
陽
博
士
任
命
を
妨
げ
る
よ
う
な
官
職
就
任

の
在
り
方
が
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
刀
岐
氏
が
暦
道
を
氏
族
内
に
お
い
て
学
習
す
べ
き
技
術
の
中

心
に
据
え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
暦
道
を
家
業
と
し
て
、
暦
道
の
家
と
し
て
固
執
し
て
い
た
こ
と
と
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
九
世
紀
段
階
に
「
家
業
」
と
い
う
概
念
が
諸
道
を
取
り
巻
く
氏
族
内
の
意
識
に
全
く
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
菅
原
峯
嗣
の
卒
伝
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

﹇
史
料
４
﹈『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
年
）
三
月
三
十
日

卅
日
壬
午
、
散
位
従
五
位
上
菅
原
朝
臣
岑
嗣
卒
。
峯
嗣
者
、
左
京
人
也
。
父
出
雲
朝
臣
広
貞
、
長
二
於
医
師
一
、
官
為
二
正
五

位
下
信
濃
権
守
一
。
淳
和
太
上
天
皇
龍
潜
之
日
、
令
三
峯
嗣
侍
二
春
宮
藩
邸
一
。
峯
嗣
自
申
請
、
欲
レ
継
二
家
業
一
。
仍
補
二
医
得

業
生
一
。
医
得
業
生
自
レ
此
而
始
。（
中
略
）
卒
時
年
七
十
八
。
峯
嗣
不
レ
堕
二
家
名
一
、
処
治
必
効
。
嘗
奉
レ　

勅
、
与
二
諸
名

医
一
共
撰
二
定
金
蘭
方
一
。（
後
略
）

菅
原
峯
嗣
が
父
の
代
よ
り
医
術
に
通
じ
て
お
り
、淳
和
天
皇
の
即
位
以
前
よ
り
春
宮
に
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
の
際
に
「
家
業
」
を
継
ぐ
こ
と
を
申
請
し
、
医
得
業
生
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
医
術
の
知
識
を
も
っ
て
し
て
活
躍
し
た
峯
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嗣
は「
家
名
」を
失
墜
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
腕
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、興
世
書
主
の
卒
伝
（
23
）
に
も「
累

代
供
奉
」
と
あ
り
、
代
を
重
ね
て
医
道
の
技
能
を
も
っ
て
奉
仕
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
医
道
の
他
に
も
『
日
本
文
徳
天
皇

実
録
』
天
安
元
年
（
八
七
五
年
）
正
月
十
七
日
条
に
は
、「
真
野
麻
呂
暦
術
独
歩
、
能
襲
二
祖
業
一
、
相
二
伝
此
道
一
、
于
レ
今
五
世
也
」

と
あ
る
。「
祖
業
」と
い
う
言
葉
を
用
い
て
お
り
、大
春
日
氏
が
真
野
麻
呂
ま
で
五
代
続
く
暦
道
を
担
う
氏
族
と
し
て
の
意
識
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
、滋
岳
川
人
の
出
身
と
な
る
刀
岐
氏
の
様
子
と
当
時
の
技
能
の
専
門
性
を
求
め
ら
れ
る
官
職
の
世
襲
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

滋
岳
川
人
の
陰
陽
寮
で
の
活
動
の
基
礎
に
は
刀
岐
氏
内
で
の
知
識
の
累
積
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
が
川
人
の
著
述
に

も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
刀
岐
氏
以
外
に
も
諸
道
の
技
術
を
学
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
氏

族
は
複
数
存
在
し
、
実
際
に
官
職
を
世
襲
す
る
例
が
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
官
職
は
九
世
紀
段
階
で
は
一
氏
族
が
独
占
す
る
ま

で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

二　

滋
岳
川
人
の
陰
陽
寮
内
で
の
活
動

さ
て
、
滋
岳
川
人
の
初
出
記
事
で
あ
る
賜
姓
記
事
（
24
）
か
ら
翌
年
の
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
に
川
人
は
正
六
位
上
か
ら
外
従

五
位
下
に
叙
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
天
安
元
年
に
兼
陰
陽
権
助
に
任
命
さ
れ
る
。

﹇
史
料
５
﹈『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
元
年
（
八
七
五
年
）
十
二
月
壬
申
条

壬
申
、（
中
略
）
外
従
五
位
下
陰
陽
博
士
滋
岳
朝
臣
川
人
兼
為
二
陰
陽
権
助
一
。
笠
朝
臣
名
高
兼
為
二
権
陰
陽
博
士
一
。（
後
略
）

こ
の
滋
岳
川
人
が
陰
陽
助
の
権
官
の
登
場
の
初
例
で
あ
る
（
25
）。
同
日
に
陰
陽
権
博
士
に
任
命
さ
れ
た
笠
名
高
は
翌
年
の
記
事
（
26
）
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【表】九世紀の陰陽頭在任時期
陰陽頭 在任時期 在任時期に確認できる陰陽寮官人 備考

阿保人上 延暦十五年（七九六）九月五日 任 退任時期は不明

藤原継彦 延暦十八年（七九九）四月十一日 任 中臣志斐国守（陰陽博士）

石川浄濱 延暦十八年（七九九）十一月八日 任 中臣志斐国守（陰陽博士）

藤原縄主 大同元年（八〇六）二月十六日 任 中臣志斐国守（陰陽博士）

賀陽豊年 大同元年（八〇六）四月十八日 任 中臣志斐国守（陰陽博士）

文室正嗣 大同四年（八〇九）二月十三日 任 中臣志斐国守（天文・陰陽博士）

安倍真勝 弘仁元年（八一〇）七月十八日
～弘仁三年（八一二）六月二日

在
在

中臣志斐国守（天文・陰陽博士）

小野諸野 弘仁五年（八一四）七月十六日 在

藤原永貞 弘仁五年（八一四）八月二八日 任

安倍吉人 天長元年（八二四） 在

安倍大家 天長二年（八二五）二月 在 藤原並藤（助）

伊与部真貞 天長五年（八二八）二月 在

藤原並藤 天長九年（八三二）二月
～承和四年

任
転任カ

刀岐浄浜（暦博士）
蕃良石雄（允）
春苑玉成（陰陽師）

大春日公守 承和六年（八三九）六月二〇日 在

藤原並藤 承和七年（八四〇）七月二二日
～承和十四年（八四七）正月

復任
在

春苑玉成（陰陽博士） 仁寿三年（八五三）五月十三日　卒

藤原三藤 仁寿三年（八五三）七月二三日
～貞観二年（八六〇）十一月二七日

任
転任

滋岳川人（陰陽博士・権允→権助）
笠名高（助・陰陽権博士）
大春日真野麻呂（暦博士）

大春日真野麻呂 貞観二年（八六〇）十一月二七日
～貞観四年（八六二）正月七日

任
在

滋岳川人（権助・陰陽博士）
笠名高（助・陰陽権博士）
中臣志斐春継（天文博士）
日下部利貞（大属）

陰陽頭と暦博士を兼任
貞観五年三月二八日任次侍従

藤原三直 貞観八年（八六六）二月十三日 任 滋岳川人（権助・陰陽博士）
笠名高（助・陰陽権博士）
中臣志斐春継（天文博士）
家原郷好（暦博士）
日下部利貞（大属カ）
弓削是雄（陰陽師カ）

滋岳川人 貞観十六年（八七四）正月十五日 
～貞観十六年（八七四）五月二七日

在
卒

家原郷好（暦博士） 就任時期は貞観十三年以降か
陰陽頭と陰陽博士を兼任

家原郷好 元慶元年（八七七）四月朔日
～元慶八年（八八四）二月二三日

在
在

日下部利貞（権允→助）
弓削是雄（允→権助）
秦経尚（允）
中臣志斐安善（天文博士）
大春日氏主（暦権博士）

陰陽頭と暦博士を兼任

弓削是雄 仁和元年（八八五）四月二七日
～寛平四年（八九二）四月八日

在
在

中臣志斐広守（天文博士） 陰陽頭と天文博士を兼任か
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か
ら
、
こ
の
時
す
で
に
陰
陽
助
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
こ
の
笠
名
高
の
任
命
も
陰
陽
博
士
の
権
官
の
初
例
で
あ
る
。

陰
陽
助
と
陰
陽
博
士
の
正
官
・
権
官
が
滋
岳
川
人
と
笠
名
高
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
任
官
の
後
、
滋

岳
川
人
が
奉
仕
し
て
い
る
事
例
が
文
徳
天
皇
の
山
陵
の
点
定
（
27
）、
次
い
で
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
の
記
述
で
あ
る
。

﹇
史
料
６
﹈『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
八
月
三
日

三
日
丙
戌
、
大
雨
。
遣
二
従
五
位
下
行
備
後
権
介
藤
原
朝
臣
山
陰
、
外
従
五
位
下
行
陰
陽
権
助
兼
陰
陽
博
士
滋
岳
朝
臣
川
人

等
一
、
於
二
大
和
国
吉
野
郡
高
山
一
、
令
レ
修
二
祭
礼
一
。『
董
仲
舒
祭
法
』
云
「
螟

賊
二
害
五
穀
一
之
時
、
於
二
害
食
之
州
県
内

清
浄
処
一
、
解
レ
之
攘
レ
之
。」
故
用
二
此
法
一
。
前
年
命
二
陰
陽
寮
一
、
於
二
城
北
船
岳
一
修
二
此
祭
一
。
蓋
択
二
清
浄
之
処
一
。

滋
岳
川
人
が
吉
野
郡
の
「
高
山
」
で
祭
礼
を
修
め
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
後
に
見
ら
れ
る
高
山
祭
の
最
初
期
の
例
だ
と
考
え

ら
れ
る
。「
高
山
」
に
つ
い
て
は
『
言
談
抄
』（
28
）
第
三
十
四
話
に
「
南
方
高
山
祭
は
、
ふ
る
く
は
、
吉
野
山
に
て
奉
仕
し
け
り
。

近
代
ハ
嘉
祥
山
・
伏
見
山
に
て
奉
仕
。」
と
あ
る
。
ま
た
『
侍
中
群
要
』
第
七
御
祭
で
も
「
高
山
御
祭
於
二
大
和
国
吉
野
山
祭
一
。
往
還

間
国
司
供
給
。
〻
二
所
牒
一
」
と
あ
り
、
古
く
は
吉
野
山
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
掲
の
記
事
か
ら
は
、
貞
観
元
年
の
前

年
に
は
船
岡
山
で
の
開
催
が
確
認
で
き
る
。『
董
仲
舒
祭
法
』
の
「
於
二
害
食
之
州
県
内
清
浄
処
一
」
と
い
う
記
載
に
な
ら
え
ば
、

虫
害
の
被
害
に
あ
っ
た
地
域
の
中
の
「
清
浄
処
」
で
行
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
後
世
の
史
料
を
見
る
限
り
、
高
山
祭
は
場
所

が
あ
る
程
度
固
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
陰
陽
博
士
兼
陰
陽
権
助
で
あ
っ
た
滋
岳
川
人
が
船
岡
山
で
の
高
山
祭

に
も
奉
仕
し
た
可
能
性
は
高
い
。
貞
観
元
年
の
記
載
は
高
山
祭
の
次
第
が
整
う
過
程
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
成
立
期
に
滋
岳
川
人
は
関
係
し
て
い
た
。

開
催
時
期
は
決
ま
っ
た
日
時
を
確
認
で
き
ず
、貞
観
五
年（
八
六
三
）二
月
朔
日
の
高
山
祭
も「
予
攘
二
虫
害
一
也
」と
あ
る
通
り
、

こ
れ
か
ら
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
虫
害
を
除
く
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
高
山
祭
は
陰
陽
師
等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
祭
祀
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の
中
で
も
早
く
に
確
認
で
き
る
例
で
あ
る
。
以
降
、
九
世
紀
の
高
山
祭
の
記
述
は
わ
ず
か
に
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
七
月
朔
日
に

高
山
祭
使
を
発
遣
し
た
こ
と
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
滋
岳
川
人
は
貞
観
八
年
で
も
陰
陽
博
士
を
務
め
て
お
り
、
高
山
祭
に
奉
仕

し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
高
山
祭
成
立
期
の
立
役
者
と
し
て
滋
岳
川
人
の
存
在
は
大
き
い
だ
ろ
う
。

貞
観
元
年
と
貞
観
五
年
の
高
山
祭
開
催
は
虫
害
を
除
く
た
め
で
あ
る
が
、
貞
観
八
年
の
高
山
祭
は
開
催
理
由
の
記
載
が
無
い
。

た
だ
し
、
同
年
六
月
二
十
八
日
の
「
天
下
大
旱
、
民
多
飢
餓
」
の
記
述
や
、
六
月
九
日
の
日
照
り
に
よ
る
五
畿
七
道
の
諸
神
へ
の

奉
幣
と
祈
雨
の
た
め
の
金
剛
般
若
経
の
転
読
、
六
月
十
八
日
の
祈
雨
の
た
め
の
大
極
殿
で
の
大
般
若
経
転
読
、
七
月
三
日
の
丹
生

川
上
へ
の
黒
馬
の
奉
納
な
ど
、
飢
饉
と
日
照
り
の
被
害
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
高
山
祭
の
典
拠
と
な
っ
た
『
董
仲
舒
祭
法
』

に
祈
雨
や
豊
穣
祈
願
が
記
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
貞
観
五
年
の
高
山
祭
は
勅
を
う
け
て
開
催
し
て
い
る
（
29
）。

世
情
を
鑑
み
て
必
要
に
応
じ
、
高
山
祭
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
開
催
理
由
も
陰
陽
博
士
滋
岳
川
人
の
裁
量
で
対
応
し
た
と
も
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三　

滋
岳
川
人
の
陰
陽
頭
就
任
と
笠
名
高

こ
こ
ま
で
滋
岳
川
人
の
活
動
期
の
史
料
を
見
て
き
た
が
、
滋
岳
川
人
の
陰
陽
頭
任
命
時
期
は
判
明
し
て
い
な
い
。
貞
観
十
六
年

（
八
七
四
）
正
月
二
十
七
日
の
安
芸
介
任
命
時
点
で
は
す
で
に
陰
陽
頭
兼
陰
陽
博
士
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
同
年
五
月
二
十
七

日
に
卒
去
す
る
ま
で
官
職
に
異
同
は
な
い
。
こ
れ
以
前
に
陰
陽
頭
任
命
の
何
ら
か
の
契
機
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
笠
名
高
の
卒
去
が

関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。

﹇
史
料
７
﹈『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
年
）
四
月
十
三
日
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十
三
日
己
丑
、
従
五
位
下
行
陰
陽
助
兼
陰
陽
博
士
笠
朝
臣
名
高
卒
云
々
。

そ
の
官
職
を
見
る
と
陰
陽
助
兼
陰
陽
博
士
と
な
っ
て
お
り
、
陰
陽
博
士
が
権
官
か
ら
正
官
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
の
笠
名

高
の
記
述
は
貞
観
十
年
（
八
六
八
）
正
月
十
六
日
の
備
中
介
へ
の
任
命
記
事
で
あ
り
、
こ
の
時
は
ま
だ
陰
陽
助
兼
権
陰
陽
博
士
で

あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
貞
観
十
六
年
（
八
七
四
）
の
段
階
で
滋
岳
川
人
が
帯
び
て
い
る
陰
陽
博
士
は
斉
衡
元
年
（
八
五
四
）
の
滋

岳
川
人
初
出
史
料
以
降
か
ら
変
わ
ら
ず
に
務
め
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
か
の
時
点
で
一
度
、
陰
陽
博
士
の
正
官
に
笠
名

高
が
任
命
さ
れ
、
笠
名
高
の
卒
去
に
従
い
空
席
と
な
っ
た
陰
陽
博
士
に
、
再
度
滋
岳
川
人
が
任
命
さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
先
に
も
触
れ
た
が
、
滋
岳
川
人
と
笠
名
高
は
天
安
元
年
以
降
陰
陽
助
と
陰
陽
博
士
の
正
官
と
権
官
を
担
い
続
け
た

二
人
で
あ
る
。
ま
た
、
川
人
の
前
任
の
陰
陽
頭
で
あ
る
藤
原
三
直
の
記
述
も
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
の
阿
波
権
守
へ
の
任
命
（
30
）

以
降
は
確
認
で
き
な
い
。

以
上
か
ら
推
測
す
る
に
、
滋
岳
川
人
は
陰
陽
頭
任
命
当
初
、
陰
陽
博
士
を
兼
任
す
る
予
定
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
述
し
た
が
、
陰
陽
助
も
陰
陽
博
士
も
権
官
が
置
か
れ
た
事
例
は
こ
の
二
人
が
初
例
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
川
人
と
名
高
の
二

人
に
よ
っ
て
陰
陽
寮
内
の
技
能
面
の
充
足
化
を
図
っ
た
人
事
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
二
人
が
陰
陽
寮
内
で
昇
進
し
、
滋
岳
川
人
が
陰

陽
頭
に
な
っ
た
時
点
で
、
こ
の
陰
陽
寮
の
技
術
の
充
足
を
図
る
人
事
構
成
が
解
体
し
た
の
で
は
な
く
、
寮
内
の
事
務
官
の
長
官
と

し
て
の
陰
陽
頭
と
陰
陽
道
の
熟
達
者
と
し
て
の
陰
陽
博
士
と
い
う
形
に
変
化
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
陰
陽
寮
内
の
様
相
か
ら
、
今
ま
で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
滋
岳
川
人
の
陰
陽
頭
任
命
時
期
を
あ
る
程
度
の

範
囲
ま
で
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
笠
名
高
が
権
陰
陽
博
士
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
貞
観
十
年
（
八
六
八
）
正
月
十
六

日
以
降
か
ら
、
笠
名
高
が
卒
去
す
る
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
四
月
十
三
日
以
前
の
約
三
年
間
の
う
ち
に
滋
岳
川
人
が
陰
陽
頭
に

任
命
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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な
お
、
滋
岳
川
人
と
笠
名
高
以
降
に
も
陰
陽
助
と
陰
陽
寮
の
博
士
の
権
官
が
確
認
で
き
る
。
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
滋
岳
川

人
の
卒
去
後
、
陰
陽
頭
の
家
原
郷
好
と
元
慶
年
間
に
助
を
務
め
た
日
下
部
利
貞
と
権
助
の
弓
削
是
雄
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
家
原

郷
好
の
も
と
で
は
陰
陽
頭
と
暦
博
士
を
兼
任
し
て
い
る
家
原
郷
好
自
身
と
権
暦
博
士
の
大
春
日
氏
主
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
川

人
と
名
高
の
例
と
異
な
る
点
は
、
陰
陽
助
の
正
官
と
権
官
、
寮
内
の
博
士
職
の
正
官
と
権
官
に
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
物
を
登
用
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
陰
陽
博
士
は
正
官
の
山
村
得
道
の
み
で
あ
る
が
、
寮
内
の
官
人
の
ポ
ス
ト
を
増
や
し
、
複
数
の
博
士

職
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
形
態
は
、
滋
岳
川
人
と
笠
名
高
の
時
の
一
過
性
の
も
の
で
は
無
く
、
目
的
を
持
っ
た
人
事
と
し
て
九
世

紀
の
半
ば
以
降
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四　

九
世
紀
の
陰
陽
頭
の
素
質
の
変
遷

こ
こ
で
は
滋
岳
川
人
登
場
に
至
る
陰
陽
寮
内
の
動
向
を
追
い
、
あ
ら
た
め
て
滋
岳
川
人
の
書
籍
編
纂
が
陰
陽
寮
の
ど
の
よ
う
な

動
向
の
中
で
登
場
し
た
の
か
を
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
陰
陽
寮
の
官
人
に
つ
い
て
、
特
に
陰
陽
頭
に
着
目
し
て
九
世
紀
に
陰
陽
寮

内
で
い
か
な
る
変
化
が
あ
っ
た
か
を
確
認
す
る
。

ま
ず
、
先
行
研
究
で
九
世
紀
の
陰
陽
寮
内
の
官
人
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、
高
田
義
人
氏
が
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
31
）。

九
世
紀
・
十
世
紀
の
陰
陽
寮
の
主
要
な
変
化
の
中
で
、
ま
ず
人
的
な
面
で
は
、
陰
陽
頭
に
技
能
を
有
す
る
者
が
恒
常
的
に
就

任
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
以
前
は
、
陰
陽
頭
は
必
ず
し
も
陰
陽
の
技
能
を
有
す
る
者
が
任
ぜ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
事

務
官
僚
の
一
ポ
ス
ト
的
な
性
格
が
強
か
っ
た
。
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陰
陽
寮
管
轄
諸
道
の
博
士
と
陰
陽
頭
の
兼
任
の
初
例
は
大
春
日
真
野
麻
呂
（
暦
）
に
な
り
、
以
降
確
認
で
き
る
博
士
職
経
験
者

（
兼
職
を
含
む
）
の
陰
陽
頭
は
滋
岳
川
人
（
陰
陽
）
と
家
原
郷
好
（
暦
）
の
二
名
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
国
史
等
で
確
認
は
で
き

な
い
が
説
話
で
は
天
文
博
士
と
し
て
弓
削
是
雄
（
32
）
が
登
場
す
る
。
以
上
が
陰
陽
寮
の
管
轄
す
る
諸
道
の
博
士
職
経
験
者
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
陰
陽
頭
と
な
る
。
陰
陽
頭
に
諸
道
へ
の
熟
達
者
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
明
確
な
事
例
も
貞
観
年
間
ま
で
確
認
で
き

な
い
。
そ
れ
以
前
の
陰
陽
頭
に
は
、
例
え
ば
大
学
頭
経
験
者
で
あ
る
安
倍
真
勝
が
就
任
し
て
い
る
。
安
倍
真
勝
は
弘
仁
講
書
に
参

加
し
て
お
り
（
33
）、
漢
籍
に
関
わ
る
知
識
は
十
分
に
備
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
大
学
寮
の
官
職
に
務
め
た
経
験
が

見
ら
れ
る
人
物
に
は
、
天
長
年
間
初
頭
に
伊
与
部
真
貞
が
、
ま
た
賀
陽
豊
年
が
文
章
博
士
と
陰
陽
頭
を
兼
任
し
て
い
る
例
が
存
在

す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
知
識
が
陰
陽
寮
で
修
学
し
て
得
た
知
識
や
陰
陽
寮
の
管
轄
下
の
諸
道
を
学
ん
で
得
た
知
識
で
あ
る
と
は

考
え
に
く
い
。

あ
わ
せ
て
陰
陽
助
は
、
豊
宗
広
人
は
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
十
一
月
二
十
二
日
に
陰
陽
助
に
任
命
さ
れ
主
税
助
の
任
を
解
か
れ

る
。
そ
の
翌
年
の
大
同
三
（
八
〇
八
）
年
に
主
税
頭
に
任
命
さ
れ
た
際
、
大
外
記
・
山
陰
道
観
察
使
判
官
・
陰
陽
助
を
兼
任
し
て

い
る
（
34
）。
陰
陽
助
解
任
後
は
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
の
九
月
十
四
日
に
主
税
頭
を
解
か
れ
る
が
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
に
大
外

記
か
ら
主
計
頭
に
転
任
し
て
い
る
（
35
）。
豊
宗
広
人
の
後
任
の
藤
原
弟
葛
の
官
歴
が
ほ
と
ん
ど
追
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
九

世
紀
前
半
の
陰
陽
助
の
資
質
を
総
合
し
て
み
る
こ
と
が
難
し
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
豊
宗
広
人
は
主
税
頭
や
主
計
頭
に
奉
仕

す
る
際
に
求
め
ら
れ
た
算
道
の
能
力
を
か
わ
れ
て
任
命
さ
れ
た
側
面
も
あ
る
一
方
で
、
陰
陽
寮
内
で
助
か
ら
頭
へ
と
昇
進
し
て
い

く
例
は
こ
の
豊
宗
広
人
の
段
階
で
確
認
は
で
き
な
い
。

九
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
陰
陽
頭
は
事
務
官
僚
の
一
ポ
ス
ト
で
あ
り
、
陰
陽
寮
で
の
修
学
と
、
陰
陽
頭
へ
の
就
任
は
別
の
問
題
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
事
例
は
少
な
い
が
陰
陽
助
に
つ
い
て
も
陰
陽
允
や
陰
陽
大
属
・
少
属
の
昇
進
に
よ
り
着
任
す
る
様
子
は
見
え
な
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い
。
あ
わ
せ
て
、
陰
陽
助
か
ら
陰
陽
頭
に
昇
進
し
た
例
を
九
世
紀
の
初
期
に
確
認
で
き
な
い
の
も
特
徴
で
あ
ろ
う
。

で
は
こ
の
陰
陽
頭
の
資
質
や
官
職
の
性
格
の
変
化
は
い
つ
頃
に
な
る
か
。
先
に
述
べ
て
お
く
と
、
こ
の
変
化
の
契
機
に
あ
た
る

人
物
は
藤
原
並
藤
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

藤
原
並
藤
は
天
長
二
年
（
八
二
五
）
に
陰
陽
助
（
36
）
に
、
そ
し
て
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
七
月
二
十
二
日
に
陰
陽
頭
に
任
命

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、卒
伝
か
ら
天
長
九
年（
八
三
二
）に
も
一
度
陰
陽
頭
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、承
和
四
年（
八
三
七
）

に
和
泉
守
に
な
り
、
こ
の
時
に
一
度
陰
陽
頭
を
解
任
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
並
藤
の
陰
陽
頭
任
命
の
同
年
六
月
二
十
日
に
大
春
日

公
守
が
陰
陽
頭
と
し
て
登
場
す
る
た
め
、
並
藤
の
和
泉
守
任
命
か
ら
陰
陽
頭
復
任
ま
で
の
四
年
間
に
少
な
く
と
も
大
春
日
公
守
を

含
む
一
名
以
上
の
陰
陽
頭
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

﹇
史
料
８
﹈『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
五
月
壬
寅
条

壬
寅
、（
中
略
）。
是
日
、
並
藤
卒
。
並
藤
、
参
議
従
三
位
刑
部
卿
大
宰
員
外
帥
勲
四
等
浜
成
之
曽
孫
、
中
判
事
正
六
位
上
臣

継
之
孫
、
豊
前
介
正
六
位
上
石
雄
之
子
也
。
並
藤
善
二
陰
陽
・
推
歩
之
学
一
、
明
二
暁
天
文
風
星
一
。
初
為
二
丹
波
権
掾
一
、
天

長
二
年
留
為
二
陰
陽
助
一
、六
年
正
月
叙
二
従
五
位
下
一
、七
年
為
二
筑
後
守
一
、九
年
二
月
為
二
陰
陽
頭
一
。承
和
四
年
為
二
和
泉
守
一
、

七
年
正
月
還
復
二
陰
陽
頭
一
、十
四
年
正
月
兼
為
二
加
賀
守
一
。
嘉
祥
三
年
正
月
叙
二
従
五
位
上
一
、
今
日
加
二
正
五
位
下
一
。
優
二

其
才
学
少
レ
倫
年
歯
衰
落
一
也
。
時
年
六
十
二
。

並
藤
の
卒
伝
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
「
善
二
陰
陽
・
推
歩
之
学
一
、
明
二
暁
天
文
風
星
一
」
の
一
文
で
あ
ろ
う
。
並
藤
以
前

の
九
世
紀
の
陰
陽
頭
経
験
者
で
、
卒
伝
（
ま
た
は
薨
伝
）
が
残
っ
て
お
り
、
か
つ
陰
陽
・
暦
・
天
文
に
関
す
る
理
解
に
つ
い
て
触

れ
ら
れ
て
い
る
例
は
藤
原
継
彦
に
限
ら
れ
る
。

﹇
史
料
９
﹈『
類
聚
国
史
』
巻
七
七　

音
楽　

奏
楽　

淳
和
天
皇
天
長
五
年
（
八
二
八
）
二
月
癸
丑
条
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癸
丑
、
従
三
位
藤
原
朝
臣
継
彦
薨
。
云
々
。
性
聡
敏
有
二
識
度
一
。
尤
精
二
星
暦
一
、
亦
熟
二
絃
管
一
。
雖
二
三
爵
之
後
一
、
曲
誤

必
顧
レ
之
。

こ
の
藤
原
継
彦
は
『
公
卿
補
任
』
よ
り
藤
原
浜
成
の
三
男
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
37
）。
藤
原
並
藤
の
曽
祖
父
も
浜
成
で
あ
り
、

並
藤
の
祖
父
・
臣
継
と
継
彦
が
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
藤
原
浜
成
の
薨
伝
（
38
）
に
は
「
略
渉
二
群
書
一
、
頗
習
二
術
数
一
」
と

書
か
れ
て
お
り
、
卜
占
（
術
数
）
を
修
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
並
藤
の
卒
伝
に
記
載
が
あ
る
陰
陽
・
暦
・
天
文
に
対
す

る
知
識
の
評
価
が
、
浜
成
以
降
か
ら
続
く
系
譜
の
中
で
培
わ
れ
た
知
識
の
結
果
と
ま
で
断
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
浜
成
の
影

響
を
継
彦
も
少
な
か
ら
ず
受
け
て
お
り
、
ま
た
並
藤
も
彼
ら
の
修
学
の
姿
勢
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
藤

原
継
彦
は
陰
陽
頭
就
任
後
、
転
任
や
昇
叙
を
繰
り
返
し
、
亡
く
な
っ
た
時
は
従
三
位
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
陰
陽
頭
へ
の
任
命
に

陰
陽
・
暦
・
天
文
へ
の
知
識
が
考
慮
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
陰
陽
頭
は
事
務
官
と
し
て
出
世
し
て
い
く
ポ
ス
ト
の

一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
並
藤
の
後
に
現
れ
る
陰
陽
頭
の
藤
原
三
藤
は
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）

七
月
二
十
一
日
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
並
藤
の
卒
去
を
契
機
と
し
た
任
命
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
陰
陽
助
か
ら
陰
陽
頭
に
任
命
さ
れ
た
初
例
と
い
う
点
も
並
藤
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
並
藤
の
前
に
確
認
さ
れ
る
陰
陽
助
が

江
沼
小
並
で
あ
る
が
、
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
で
は
散
位
で
あ
り
（
39
）、
大
同
五
年
（
八
一
〇
）
に
唐
招
提
寺
の
塔
の
造
作

の
際
も
散
位
で
あ
る
（
40
）。
陰
陽
助
に
任
用
さ
れ
た
背
景
の
官
歴
は
確
認
で
き
な
い
。
豊
宗
広
人
の
よ
う
に
陰
陽
寮
以
外
の
他
の

官
職
か
ら
任
命
さ
れ
た
場
合
と
も
ま
た
様
子
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
江
沼
小
並
は
賭
け
事
に
よ
っ
て
陰
陽
助
を
免
職
さ
れ
る
ま

で
（
39
）、
六
年
間
奉
仕
し
て
い
る
。
そ
の
後
四
年
ほ
ど
陰
陽
助
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
藤
原
並
藤
が
登
場
す
る
。
こ
の
並

藤
以
降
に
陰
陽
助
か
ら
陰
陽
頭
へ
の
就
任
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

並
藤
が
再
び
陰
陽
頭
に
任
命
さ
れ
る
の
は
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
で
あ
る
。
こ
の
後
に
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
に
卒
去
す
る
ま
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で
並
藤
が
陰
陽
頭
を
務
め
る
。
並
藤
が
陰
陽
頭
に
再
任
さ
れ
る
前
に
陰
陽
頭
を
務
め
て
い
た
大
春
日
公
守
で
あ
る
が
、
承
和
七
年

（
八
四
〇
）
の
土
佐
権
守
任
命
以
降
の
記
述
が
見
え
な
い
。
先
に
刀
岐
氏
の
氏
族
内
で
の
学
習
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
大
春
日
氏

も
ま
た
後
に
暦
道
を
氏
族
内
で
学
習
し
て
い
く
。
更
に
公
守
に
先
行
し
て
大
春
日
良
棟
の
活
動
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
（
41
）、

公
守
の
陰
陽
頭
就
任
時
期
は
大
春
日
氏
が
暦
道
を
学
ぶ
氏
族
と
し
て
の
性
格
を
あ
ら
わ
に
し
始
め
る
時
期
と
重
な
る
。
こ
の
大
春

日
公
守
の
陰
陽
頭
任
命
に
暦
道
に
堪
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、
大
春
日
公
守
の
活
動
実
態
が
わ

か
ら
な
い
た
め
推
測
の
域
を
出
な
い
。
承
和
七
年
以
降
に
記
述
が
見
え
ず
、
同
年
に
藤
原
並
藤
が
陰
陽
頭
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
大
春
日
公
守
は
承
和
七
年
に
卒
去
な
ど
の
理
由
で
陰
陽
頭
に
務
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
陰

陽
頭
再
任
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
任
命
に
見
ら
れ
な
い
状
況
が
発
生
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
大
春
日
公
守
か
ら
の
藤
原
並
藤
の
陰
陽
頭
復
任
を
ど
の
様
に
理
解
す
る
か
で
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
藤
原
並
藤
以
降

の
陰
陽
頭
の
官
歴
は
そ
れ
以
前
の
陰
陽
頭
と
は
異
な
っ
て
い
く
。
地
方
官
へ
の
任
命
は
見
ら
れ
る
が
、
陰
陽
頭
任
命
後
に
中
央
官

職
の
兼
職
が
侍
従
・
次
侍
従
の
他
を
確
認
で
き
な
く
な
る
。
卒
伝
の
確
認
で
き
な
い
陰
陽
頭
は
多
い
が
、
並
藤
以
降
の
陰
陽
頭
の

多
く
は
陰
陽
頭
を
帯
び
た
ま
ま
卒
去
し
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
こ
れ
以
降
の
陰
陽
頭
は
少
な
く
と
も
事
務
官
僚
の
昇
進

の
ポ
ス
ト
の
一
つ
と
し
て
の
性
格
で
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
述
の
通
り
博
士
職
経
験
者
や
陰
陽
助
経

験
者
、
弓
削
是
雄
の
よ
う
な
陰
陽
師
か
ら
允
や
助
を
経
て
陰
陽
頭
へ
と
着
任
す
る
例
が
出
て
く
る
。
陰
陽
頭
に
必
要
な
資
質
と
し

て
管
轄
す
る
諸
道
に
対
す
る
知
識
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
故
に
並
藤
の
陰
陽
頭
就
任
よ
り
陰
陽
頭
に
求
め
ら
れ

る
資
質
が
変
化
し
、
そ
れ
は
陰
陽
道
を
学
ぶ
人
々
に
と
っ
て
出
仕
し
昇
任
し
て
い
く
官
職
が
陰
陽
寮
内
で
開
け
た
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
藤
原
並
藤
復
任
以
降
の
陰
陽
寮
に
て
登
用
の
際
に
求
め
ら
れ
る
資
質
の
変
化
を
見
て
き
た
が
、
こ
れ
が
滋
岳
川
人
の
著
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作
登
場
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
だ
ろ
う
か
。

滋
岳
川
人
の
初
出
は
刀
岐
氏
か
ら
賜
姓
さ
れ
て
滋
岳
朝
臣
と
な
っ
た
斉
衡
元
年
（
八
五
四
）（
42
）
で
あ
る
の
は
先
に
見
た
通
り

で
あ
る
。
こ
の
時
の
陰
陽
頭
は
藤
原
三
藤
で
あ
り
、
並
藤
は
す
で
に
卒
去
し
て
い
る
。
し
か
し
、
斉
衡
元
年
段
階
で
す
で
に
川
人

は
陰
陽
権
允
兼
陰
陽
博
士
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
並
藤
再
任
以
降
の
陰
陽
寮
で
は
活
動
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
こ
ろ
、

陰
陽
頭
が
事
務
官
僚
の
昇
進
過
程
に
任
命
さ
れ
る
官
職
か
ら
、
陰
陽
寮
管
轄
下
の
諸
道
へ
の
知
識
が
求
め
ら
れ
、
陰
陽
寮
内
の
官

職
が
諸
道
へ
通
じ
る
人
材
を
多
く
登
用
す
る
と
方
針
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
陰
陽
寮
内
全
体
で
諸
道
に
対
す
る
知
識
の
底
上

げ
が
な
さ
れ
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

滋
岳
川
人
の
活
動
は
陰
陽
寮
内
の
官
人
に
求
め
ら
れ
る
素
養
の
変
化
が
み
ら
れ
る
初
期
の
頃
よ
り
確
認
で
き
る
。
滋
岳
川
人
の

著
作
の
登
場
も
陰
陽
寮
内
の
官
人
の
素
養
の
変
化
と
そ
の
成
果
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
登
場
し
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

さ
て
、
滋
岳
川
人
の
著
述
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
た
場
合
、
藤
原
並
藤
の
こ
ろ
よ
り
見
え
る
、
陰
陽
寮
内
の
変
化
の
原
因
は

ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
関
係
し
て
、
九
世
紀
に
お
け
る
怪
異
の
変
質

と
陰
陽
道
の
成
立
に
つ
い
て
小
坂
真
二
氏
が
考
察
を
行
っ
て
い
る
（
43
）。
氏
は
「
物
怪
」
が
卜
占
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、

特
に
変
化
の
中
心
を
承
和
九
年
（
八
四
六
＝
承
和
の
変
）
と
し
て
い
る
。
承
和
九
年
七
月
に
卜
占
の
対
象
と
な
る
脅
威
の
変
化
と

そ
れ
に
対
し
て
卜
占
の
実
行
を
、
嵯
峨
上
皇
が
遺
誡
で
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
承
和
の
変
以
降
に
藤
原
良
房
が
遺
誡
を

改
め
、
卜
占
の
実
施
を
認
め
て
い
る
（
44
）。
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今
回
見
て
き
た
陰
陽
寮
内
の
動
向
を
踏
ま
え
る
と
、
占
の
担
い
手
と
な
る
陰
陽
寮
内
の
人
材
の
素
質
の
変
化
が
小
坂
氏
の
想
定

す
る
怪
異
観
の
転
換
点
の
一
つ
に
お
よ
そ
一
致
す
る
。
氏
は
藤
原
良
房
を
首
班
と
す
る
春
澄
善
縄
・
菅
原
是
善
等
諸
道
の
学
者
の

意
見
書
に
従
い
、
嵯
峨
上
皇
の
遺
誡
を
改
め
卜
占
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
良
房
・
善
縄
は
「
物
怪
」
を
卜
占
の
対
象
と
す
る
こ
と

に
よ
る
神
崇
性
の
付
与
、
さ
ら
に
災
異
の
前
兆
と
し
て
「
物
怪
」
の
性
質
を
規
定
し
、
卜
占
・
神
崇
性
・
災
異
前
兆
性
を
全
て
「
物

怪
」
の
内
に
体
系
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

怪
異
観
の
変
遷
に
つ
い
て
は
後
の
機
会
に
検
討
し
た
い
が
、
春
澄
善
縄
と
『
続
日
本
後
紀
』
の
「
物
怪
」
記
事
の
関
係
は
坂
本

太
郎
氏
（
45
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
春
澄
善
縄
が
国
史
編
纂
に
携
わ
っ
て
い
る
点
を
踏
ま
え
、
国
史
の
「
物
怪
」
記
事

の
数
的
増
加
と
怪
異
観
を
考
察
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

く
わ
え
て
占
を
行
う
陰
陽
寮
の
周
辺
の
変
化
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
論
文
で
は
小
坂
氏
の
指
摘
と
同
時
期
に
、
陰

陽
寮
内
の
官
人
の
任
用
の
変
化
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
怪
異
観
の
よ
う
な
思
想
の
変
化
を
考
え
る
際
に
、
陰
陽
寮
の
人
材
の

変
化
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
問
題
と
な
る
の
は
先
に
述
べ
た
任
用
基
準
の
変
化
の
意
向
が
ど
こ
に
存
在
す
る

の
か
、
更
に
言
え
ば
人
事
権
の
所
在
を
ど
こ
に
求
め
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
論
文
で
問
題
と
な
る
藤
原
並

藤
以
降
の
陰
陽
頭
を
含
む
陰
陽
寮
官
人
の
任
命
の
変
化
と
問
題
を
同
じ
く
す
る
だ
ろ
う
。
小
坂
氏
は
怪
異
の
変
質
を
藤
原
良
房
と

彼
の
周
辺
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
こ
の
時
期
の
陰
陽
寮
の
人
事
決
定
権
の
一
片
が
藤
原
良
房
の
周
囲
に
担

わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
当
該
時
期
の
藤
原
良
房
は
右
大
臣
就
任
前
で
あ
り
、
ま
た
病
弱
で
は
あ
る
が
仁
明

天
皇
が
健
在
で
あ
る
。
藤
原
良
房
と
そ
の
周
囲
に
怪
異
観
を
含
む
陰
陽
寮
周
辺
の
変
化
の
す
べ
て
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
対
し
て

は
疑
問
を
覚
え
る
。

加
え
て
小
坂
氏
は
承
和
の
変
の
発
生
の
前
後
に
卜
占
を
伴
う
怪
異
の
変
質
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
変
化
の
最
終
到
達
点
と
し
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て
摂
政
を
担
う
よ
う
に
な
る
良
房
が
、
天
皇
の
徳
・
不
徳
に
感
応
し
て
あ
ら
わ
れ
る
災
・
怪
異
に
摂
政
の
徳
・
不
徳
も
意
識
さ
せ

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

近
年
、
承
和
の
変
の
発
生
に
つ
い
て
は
様
々
な
考
察
が
さ
れ
て
い
る
。
過
去
に
は
藤
原
氏
に
よ
る
他
氏
排
斥
を
目
的
と
し
た
承

和
の
変
を
、
現
在
で
は
皇
統
を
取
り
巻
く
問
題
や
、「
藩
邸
の
旧
臣
」
を
重
用
す
る
人
事
が
引
き
金
と
な
り
発
生
し
た
結
果
と
も

解
さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
、
佐
藤
長
門
氏
（
46
）
は
い
わ
ゆ
る
「
藩
邸
の
旧
臣
」
体
制
へ
の
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

ま
た
、
陰
陽
頭
の
人
事
の
変
化
に
つ
い
て
、
技
能
を
修
め
た
人
材
が
登
用
さ
れ
た
一
方
で
、
そ
れ
ま
で
事
務
官
の
ポ
ス
ト
と
し

て
陰
陽
頭
に
就
い
て
い
っ
た
人
材
の
役
割
の
変
化
も
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
儀
式
に
お
け
る
、
特
に
八
省
の
大
輔
・
少
輔

の
担
う
役
割
の
変
化
が
、
事
務
官
の
昇
進
ポ
ス
ト
に
陰
陽
頭
が
採
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
述
べ
て
き
た
課
題
を
総
合
す
る
と
、
陰
陽
寮
の
人
材
に
求
め
る
素
養
の
変
化
の
意
向
が
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う

点
が
陰
陽
寮
内
で
の
技
能
の
充
足
や
怪
異
観
の
変
遷
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
人
事
の
成
果
の
一
つ
と
し
て

書
籍
編
纂
や
祭
祀
の
実
行
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
議
政
官
を
取
り
巻
く
様
相
と
八
省
内
で
の
官
人
の
役
割
及

び
昇
進
ル
ー
ト
の
変
化
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
陰
陽
寮
と
い
う
中
務
省
下
の
一
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
八
省
全

体
の
人
事
の
変
化
の
中
で
考
え
て
い
っ
た
際
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。
こ
れ
は
な
に
も
陰
陽
寮

に
限
っ
た
事
で
は
な
く
、
他
の
官
司
に
も
関
わ
る
問
題
と
な
る
。

陰
陽
道
の
体
系
化
を
考
え
る
際
、
陰
陽
道
を
修
め
た
人
々
を
取
り
巻
く
様
相
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
人
々
が
属
す
る
陰
陽
寮
の
動
向
の
考
察
は
、官
司
制
度
も
踏
ま
え
た
問
題
に
な
る
。
日
本
古
代
の
陰
陽
道
の
研
究
に
お
い
て
も
、

先
に
述
べ
た
承
和
の
変
前
後
の
官
司
制
度
の
問
題
や
儀
式
の
運
営
の
観
点
か
ら
の
考
察
が
、
今
後
の
陰
陽
道
研
究
で
問
題
と
な
っ

て
い
く
で
あ
ろ
う
。
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注
（
1
）  

山
下
克
明
「
陰
陽
道
関
連
資
料
の
伝
存
状
況
」『
平
安
時
代
陰
陽
道
史
研
究
』
思
文
閣
出
版　

二
〇
一
五
年
。
山
下
克
明
「『
大
唐

陰
陽
書
』の
考
察
―
日
本
の
伝
本
を
中
心
と
し
て
―
」『
平
安
時
代
陰
陽
道
史
研
究
』思
文
閣
出
版　

二
〇
一
五
年（
小
林
春
樹
編『
東

ア
ジ
ア
の
天
文
・
暦
学
に
関
す
る
多
角
的
研
究
』
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所　

二
〇
〇
一
年
初
出
）
な
ど

（
2
）  
小
坂
真
二
『
安
倍
晴
明
撰
『
占
事
略
決
』
と
陰
陽
道
』
汲
古
書
院　

二
〇
〇
四
年

（
3
）  

山
下
克
明
「
陰
陽
師
再
考
」『
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』
岩
田
書
院　

二
〇
〇
二
年
（
初
出
は
一
九
九
六
年
）

（
4
）  

中
村
璋
八
『
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
』
汲
古
書
院　

一
九
九
九
年
（
増
補
改
訂
版
）（
初
版
は
一
九
九
三
年
）

（
5
）  

山
下
克
明
「
陰
陽
道
関
連
資
料
の
伝
存
状
況
」『
平
安
時
代
陰
陽
道
史
研
究
』
思
文
閣
出
版　

二
〇
一
五
年

（
6
）  

前
掲
註
（
3
）
山
下
論
文
。
佐
藤
進
一
『
日
本
の
中
世
国
家
』
岩
波
書
店　

一
九
八
三
年
。
曽
我
良
成
「
官
司
請
負
制
下
の
実
務

官
人
と
家
業
の
継
承
」『
古
代
文
化
』
三
七
―
一
二　

一
九
八
五

（
7
）  

温
泉
町
史
編
集
委
員
会
『
温
泉
町
史
第
一
巻
』
温
泉
町　

一
九
八
六
年

（
8
）  

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
二
月
癸
亥
条

（
9
）  

告
井
幸
男
「
摂
関
・
院
政
期
に
お
け
る
官
人
社
会
」『
日
本
史
研
究
』
五
三
五　

二
〇
〇
七
年

（
10
）  

請
田
正
幸
「
平
安
初
期
の
算
道
出
身
官
人
」
田
名
網
宏
編
『
古
代
国
家
の
支
配
と
構
造
』
東
京
堂
出
版　

一
九
八
六
年

（
11
）  

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
二
月
四
日
条

（
12
）  

新
村
拓
『
古
代
医
療
官
人
制
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局　

一
九
八
三
年
。
前
掲
註
（
10
）
請
田
論
文
。
布
施
弥
平
治
『
明
法
道

の
研
究
』
新
生
社　

一
九
六
六
年

（
13
）  

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
正
月
十
一
日
条

（
14
）  

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
四
月
朔
日
条

（
15
）  

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
七
年
（
八
八
三
）
十
二
月
二
十
五
日
条

（
16
）  

前
掲
註
（
12
）
新
村
著
書
。
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（
17
）  

前
掲
註
（
9
）
告
井
論
文
。

（
18
）  

『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年
（
八
三
四
）
十
二
月
戊
子
条

（
19
）  

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
十
一
月
癸
未
条

（
20
）  
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
三
十
五 

暦
数
家

（
21
）  
尊
経
閣
文
庫
本
『
占
事
略
決
』
奥
書

（
22
）  
小
坂
真
二
「
吉
田
文
庫
本
『
六
甲
占
抄
』
に
つ
い
て
」『
安
倍
晴
明
撰
『
占
事
略
決
』
と
陰
陽
道
』
汲
古
書
院　

二
〇
〇
四
年

（
23
）  

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
十
一
月
己
卯
条

（
24
）  

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
斉
衡
元
年
（
八
五
四
）
九
月
丁
亥
条

（
25
）  

た
だ
し
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
八
月
十
六
日
に
は
陰
陽
員
外
助
紀
益
麻
呂
が
確
認
で
き
、
陰
陽
助
が
複
数
人

い
た
事
例
が
九
世
紀
以
前
に
も
若
干
で
は
あ
る
が
確
認
で
き
る
。

（
26
）  

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
（
八
五
八
）
九
月
庚
申
条

（
27
）  

『
日
本
三
代
実
録
』
天
安
二
年
（
八
五
八
）
九
月
二
日
条

（
28
）  

『
言
談
抄
』
の
翻
刻
は
他
の
写
本
と
の
校
異
も
詳
し
い
田
島
公
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
『
先
秘
言
談
抄
』
の
書
誌
と
翻
刻
―

三
條
西
家
旧
蔵
本
『
言
談
抄
』
の
紹
介
―
』（
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
第
四
輯　

思
文
閣
出
版　

二
〇
一
二
年
）
を

用
い
た
。

（
29
）  

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
（
八
三
六
）
二
月
朔
日
条

（
30
）  

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
正
月
十
二
日
条

（
31
）  

高
田
義
人
「
平
安
貴
族
社
会
と
陰
陽
道
官
人
」『
国
史
学
』
一
九
一　

二
〇
〇
七
年

（
32
）  

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
四　

天
文
博
士
弓
削
是
雄
占
夢
語　

第
十
四

（
33
）  

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
六
月
戊
子
条

（
34
）  

『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
十
月
己
酉
条

（
35
）  

『
外
記
補
任
』
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）

（
36
）  

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
五
月
壬
寅
条

（
37
）  

『
公
卿
補
任
』
天
長
三
年
（
八
二
七
）
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（
38
）  

『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
二
月
乙
酉
条

（
39
）  

『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
四
月
辛
丑
条

（
40
）  

『
類
聚
国
史
』
八
七
断
罪　

弘
仁
十
一
年
（
八
二
〇
）
三
月
乙
巳
条

（
41
）  

『
日
本
紀
略
』
大
同
五
年
（
八
一
〇
）
四
月
甲
申
条

（
42
）  

前
掲
註
（
18
）

（
43
）  
小
坂
真
二
「
九
世
紀
段
階
の
怪
異
変
質
に
見
る
陰
陽
道
成
立
の
一
側
面
」
竹
内
理
三
編
『
古
代
天
皇
制
と
社
会
構
造
』
校
倉
書
房

　

一
九
八
〇
年

（
44
）  

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
一
年
（
八
四
四
）
八
月
乙
酉
条

（
45
）  

坂
本
太
郎
「
続
日
本
後
紀
」『
六
国
史
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
〇
年

（
46
）  

佐
藤
長
門
「
承
和
の
変
前
夜
の
春
宮
坊
―
「
藩
邸
の
旧
臣
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」
鈴
木
靖
民
編
『
日
本
古
代
の
王
権
と
東
ア
ジ
ア
』

吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
二
年
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The em
ergence of Shigeoka-no-K

aw
ahito and the B

ureau of O
nm

yo (O
nm

yoryo) in the ninth century.

N
A

SU
, K

aori

The purpose of this article is to consider the Shigeoka-no-K
aw

ahito’s achievem
ents and the personnel affairs of the 

O
nm

yoryo in the ninth century. Shigeoka-no-K
aw

ahito w
as O

nm
yoji w

ho fl ourished in the ninth century. H
is w

orks are w
ell 

know
n because his books that w

rote about O
nm

yodo the fi rst of such cases in Japan. B
ut it m

ay not presum
e that his w

orks 
based only his ability.  This article studies carefully his origins and the changing appointm

ent of the O
nm

yo-no-kam
i (chief 

of the O
nm

yoryo) .
Shigeoka-no-K

aw
ahito w

as from
 Toki Fam

ily. Toki Fam
ily has produced people w

ho w
as fam

iliar w
ith R

ekido (the 
know

ledge about alm
anac) in ninth century. A

round the sam
e tim

e, there w
ere som

e fam
ilies that appeared technocrats, 

such as Tenm
ondo (astronom

y) , Sando (m
athem

atics) and Ido (m
edicine) , one after another. This trend is understudied the 

rudim
ents of K

anshiukeoisei system
 that is the hereditary governm

ent offi ce system
. In previous w

orks, the hereditary of the 
offi ce w

ill be the guide about this system
. 

H
ow

ever, people should learn high expertise in the fam
ily if they appeared technocrats one after another. B

ecause Toki 
Fam

ily w
asn’t the hereditary of the offi ce in the O

nm
yoryo, Toki Fam

ily isn’t included the case about K
anshiukeoisei system

. 
H

ow
ever, som

e fam
ilies that didn’t appointed to the offi ce w

ere learning expertise like Toki Fam
ily in early stage of this 

system
. So Shigeoka-no-K

aw
ahito used the know

ledge that he learned in his fam
ily w

hen he w
rote books about O

nm
yodo.

In addition, w
hen Shigeoka-no-K

aw
ahito w

orked in the O
nm

yoryo, it can confi rm
 the changing appointm

ent of the 
O

nm
yo-no-kam

i. In other w
ords, the person w

ho w
as fam

iliar w
ith know

ledge that associates to the O
nm

yoryo appointed 
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O
nm

yo-no-kam
i. Especially, w

hen F
ujiw

ara-no-N
am

ihuji w
orked O

nm
yoryo, it started to give the chance to change this 

trend. M
any technocrats w

ere em
ployed in the O

nm
yoryo. That w

ould cause to im
prove technology about O

nm
yodo, R

ekido 
and Tenm

ondo.
Shigeoka-no-K

aw
ahito’s books appeared to the change term

 of the appointm
ent system

. A
s the result of system

atizing 
O

nm
yodo, he w

rote books about O
nm

yodo in ninth century.

（
平
成
二
十
七
年
度
史
学
専
攻　

博
士
前
期
課
程
修
了
）　


